
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和８年３月６日（金）   ８：２０～８：２８ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口  洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原  稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本   尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤   啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ３件 

○国会提出案件     ６件 

○法律案        ６件 

○政令         ７件 

○人事         ３件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

  まず、閣議案件について、佐藤副長官から御説明申し上げます。 
○佐藤内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「日米地位協定」

第２条に基づく、施設・区域の追加提供について、御決定をお願いいたします。今

回の案件は、米軍単独訓練を実施するため、海上自衛隊八戸航空基地の一部土地等

を追加提供するもの等、計２件であります。 
  次に、「東日本大震災の弔意表明」について、御了解をお願いいたします。本件

は、東日本大震災の発生から１５年となる本年３月１１日に哀悼の意を表するため、

各府省において弔旗を掲揚するとともに、国民各位に対して、午後２時４６分に黙

とうを捧げるよう協力をお願いするものであります。 
  次に、質問主意書に対する答弁書４件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。 
  次に、令和７年度第３・四半期における「予算使用の状況」及び「国庫の状況」

を、財政法に基づき国会及び国民に報告することについて、御決定をお願いいたし

ます。 
  次に、法律案６件について、御決定をお願いいたします。まず、「防災庁設置法

案」は、内閣に同庁を設置するとともに、その所掌事務及び組織について定めるも

のであり、「同法の施行に伴う関係法律の整備等法案」は、関係法律の規定の整備等

を行うものであります。 
  次に、「産業競争力強化法等の一部改正法案」は、国際経済事情の急激な変化に対

応する設備投資等による事業変更を行おうとする者等に対しての事業変更に係る

計画認定制度の創設、支援措置等を講ずるものであります。 
  次に、「物流効率化法の一部改正法案」は、貨物自動車中継輸送事業について、 

計画の認定及び実施に必要な許可の特例等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「環境省設置法の一部改正法案」は、地方支分部局である地方環境事務所の

名称を地方環境局に改める等の改正を行うものであります。 
  次に、「防衛省設置法等の一部改正法案」は、防衛副大臣の増員、航空自衛隊の航

空宇宙自衛隊への改編を含む自衛隊組織の改編、人材確保のための制度の整備等の

改正を行うものであります。 
  次に、政令７件について、御決定をお願いいたします。まず、「令和２年５月１５

日から７月３１日までの間の豪雨による災害」及び「令和６年能登半島地震による

災害及び令和６年９月２０日から同月２３日までの間の豪雨による災害」に係る各

災害対策基本法第１０２条第１項の政令で定める年度等を定める政令の一部改正

令は、同項の規定による地方債の発行可能年度を令和８年度まで延長するものであ

ります。 
  次に、「検疫法施行令の一部改正令」は、新たに徳島飛行場を検疫飛行場として指

定する等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正令」は、医療機関を開設す
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る一般社団法人の適正な運営を確保するため、当該法人が都道府県知事等に対し事

業報告書等を届け出る手続等を定めるものであります。

  次に、「道路運送車両法関係手数料令の一部改正令」は、自動車の新規登録の申請

をする者等に係る手数料の額を改定するものであります。

  次に、「防衛省設置法等の一部改正法の施行期日令」は、同改正法の施行期日を本

年３月２３日とするものであり、「自衛隊法施行令等の一部改正令」は、海上自衛隊

の水上艦隊及び情報作戦集団の新編に伴う所要の規定の整備等を行うものであり

ます。

  次に、人事案件について、申し上げます。まず、衆議院議員松島みどりに、チリ

国大統領就任式典に参列する特派大使を命ずることについて、御決定をお願いいた

します。

  次に、防衛省人事といたしまして、お手元に配布しております資料のとおり承認

することについて、御決定をお願いいたします。その主な内容は、統合作戦司令官

南雲憲一郎が退官し、その後任に統合作戦副司令官俵千城を充てるものであります。 
  次に、巻幡展男外１７３名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
  次に、件名外案件について、申し上げます。「無償資金協力に係る取極の締結」に

ついて、御決定をお願いいたします。本件は、我が国と国際機関との間で実質的な

合意をみた無償資金協力を取りまとめたもので、３機関に対する計３件、総額約２

１億円の贈与を行うものであります。個々の案件につきましては、先方との書簡交

換までそれぞれ不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。なお、締結

状況は適宜取りまとめ、別途、閣議に御報告することといたします。

○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。

  引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。

  御発言はございますか。

  無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和８年 

３月６日 

◎ 一 般案 件

○ 「 日 本国と ア メリ カ 合衆 国 との 間 の相 互 協力 及 び

安 全 保 障条約 第 ６条 に 基づ く 施設 及 び区 域 並び に

日 本 国 におけ る 合衆 国 軍隊 の 地位 に 関す る 協定 」

第 ２ 条 に基づ く 施設 及 び区 域 の追 加 提供 に つい て

（ 決 定 ）              （ 防 衛省 ）

〃 ○ 東日 本大 震 災の 弔 意表 明 につ い て（ 了 解）

（ 復 興庁 ） 

◎ 国 会 提出 案件

1. 衆 議院 議 員緒 方 林太 郎 （無 ） 提出 施 政方 針 演

説 等 にお ける幾 つ かの 点 に関 す る質 問 に対 す

る 答 弁書 につい て （決 定 ）   （内 閣 官房 ）

 ○ 1. 参議院 議 員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 点字 版 選

挙 公 報の 遅延及 び 投票 環 境の 不 備に 関 する 質

問 に 対す る答弁 書 につ い て（ 決 定 )( 総 務省 ）

1. 参議院 議 員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 関東 大 震

災 直 後の 帝国議 会 にお け る司 法 大臣 答 弁で 言

及 さ れた 朝鮮人 虐 殺に 関 する 質 問に 対 する 答

弁 書 につ いて（ 決 定）      （ 法 務省 ）

1. 参 議院 議 員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 東京 電 力

柏 崎 刈羽 原子力 発 電所 六 号機 の 相次 ぐ 不具 合

と 原 子力 規制委 員 会の 不 十分 な 審査 体 制及 び

老 朽 化し た原発 再 稼働 の 是非 に 関す る 質問 に

対 す る答 弁書に つ いて （ 決定 ）

（ 原 子 力 規制 委 員会 ） 

〃 ☆ 令和 ７年 度 第３ ・ 四半 期 にお け る予 算 使用 の 状況

を 国 会 及 び国民 に 報告 す るこ と につ い て（ 決 定）

（ 財 務省 ）

〃 ☆ 令和 ７年 度 第３ ・ 四半 期 にお け る国 庫 の状 況 を国

会 及 び 国民に 報 告す る こと に つい て （決 定 ）

（ 同 上 ） 

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料  
あ り

［ 別　添 ］
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◎ 法 律案 

   ○ 防災庁 設 置法 案 （決 定 ）      （内 閣 官房 ） 

〃  ○ 防災 庁設 置 法の 施 行に 伴 う関 係 法律 の 整備 等 に関

す る 法 律 案（決 定 ）（ 内 閣官 房 ・総 務 ・財 務 省） 

〃  ○ 経済 社会 情 勢の 変 化を 踏 まえ た 企業 の 事業 活 動の

持 続 的 な 発展を 図 るた め の産 業 競争 力 強化 法 等 の

一 部 を 改 正する 法 律案 （ 決定 ） 

（ 経 済産 業 ・財 務 省） 

〃  ○ 物資 の流 通 の効 率 化に 関 する 法 律の 一 部を 改 正す

る 法 律 案 （決定 ）     （ 国 土交 通 ・財 務 省） 

〃  ○ 環境 省設 置 法の 一 部を 改 正す る 法律 案 （決 定 ） 

（ 環 境省 ） 

〃  ○ 防衛 省設 置 法等 の 一部 を 改正 す る法 律 案（ 決 定） 

（ 防 衛 ・ 財務省 ） 

 
◎ 政  令 

○ 令 和 ２年５ 月 １５ 日 から ７ 月３ １ 日ま で の間 の 豪

雨 に よ る災害 に つい て の災 害 対策 基 本法 第 １０ ２

条 第 １ 項の政 令 で定 め る年 度 等を 定 める 政 令の 一

部 を 改 正する 政 令（ 決 定）  
（ 内 閣府 本府 ・ 総務 ・ 財務 省 ）  

〃  ○ 令和 ６年 能 登半 島 地震 に よる 災 害及 び 令和 ６ 年９

月 ２ ０ 日 から同 月 ２３ 日 まで の 間の 豪 雨に よ る 災

害 に つ い ての災 害 対策 基 本法 第 １０ ２ 条第 １ 項 の

政 令 で 定 める年 度 等を 定 める 政 令の 一 部を 改 正 す

る 政 令 （ 決定）            （ 同 上） 

〃  ○ 検疫 法施 行 令の 一 部を 改 正す る 政令 （ 決定 ） 

（ 厚 生労 働省） 

〃  ○ 医療 法施 行 令及 び 地方 自 治法 施 行令 の 一部 を 改正

す る 政 令（決 定 ）           （ 同上 ） 

〃  ○ 道路 運送 車 両法 関 係手 数 料令 の 一部 を 改正 す る政

令 （ 決 定 ）        （ 国 土交 通 ・財 務 省） 

〃  ○ 防衛 省設 置 法等 の 一部 を 改正 す る法 律 の施 行 期日

を 定 め る 政令（ 決 定）        （防 衛 省） 

〃  ○ 自衛 隊法 施 行令 等 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定）

（ 同 上 ） 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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◎ 人  事   

〇 衆 議 院議員 松 島み ど りに チ リ国 大 統領 就 任式 典 に

参 列 す る特派 大 使を 命 ずる こ とに つ いて （ 決定 ）  
〃  〇 各府 省幹 部 職員 の 任免 に つき 、 内閣 の 承認 を 得る

こ と に つ いて（ 決 定） 

 〃  ☆ 巻幡展 男 外１ ７ ３名 の 叙位 又 は叙 勲 につ い て  
（ 決 定 ）  

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

資 料  
あ り  
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令和８年 

３月６日 

 

◎ 一 般案 件 

〇 無 償 資金 協力 に 係る 取 極の 締 結（ 令 和７ 年 度第 ７ 

次 取 り まと め分 ） につ い て（ 決 定）  （外 務 省） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

（ 金 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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